
間
注
側
参
照
。

側

注

ω参
照
。

同
笠
怯
単
伝
「
月
称
著
『
入
中
観
論
』
第

一
章
訳
註
」（『印
度
哲
学
と
仏
教
の
諸
問
題
』
〈
宇
井
伯
寿
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
〉
一
九
五

一
年
）
一
一
一

O
頁。

側
注
側
の

二
二
頁
参
照
。

側
注
附
の

二
二
頁
参
照。

問
注
仰
の

二
三
頁
参
照
。

仰
注
仰
の

一
二
五
頁
参
照
。

凶
注
仰
の
一
二
三
頁
参
照
。

間
注
仰
の
一

三
ニ
頁
参
照
。

間
安
井
広
済
「
入
問
伽
経
に
あ
ら
わ
れ
る
人
法
二
無
我
の
教
説
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
学
セ
、
ナ
l
』
第
十
九
号
、
一
九
七
四
年
五
月
）

こ
の
論
文
の
中
で
、
安
井
博
士
は
、
小
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
人
無
我
法
有
、
般
若
中
観
学
派
は
人
法
相
対
に
よ
る
空
観
で
は
た

し
て
二
無
我
説
を
な
し
、
瑞
伽
唯
識
学
派
は
業
識
と
し
て
の
ア
l
ラ
ヤ
に
よ
る
唯
識
観
で
二
無
我
説
を
説
い
た
、
と
さ
れ
て

い
る
。
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※
本
論
文
は
、

一
九
八

一
年
八
月
則
川町出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
誠
に
も
う
し
わ
け
な
レ
と
存
じ
る
（
制
集
名
北

‘－ 

光
宗
の
仏
教
政
策
と
均
知
の
華
厳
思
想仏

教
大
学
博
士
課
程

仏
教
学
専
攻

李

杏

九

（
道
業
）

口

沙t

一
、
ま
え
が
き

二
、
高
麗
初
期
の
社
会
情
勢

一二
、
光
宗
の
仏
教
政
策

四
、
均
如
の
法
力
と
光
宗
の
川
依

五
、
結
び一、

ま
え
が
き
。

新
羅
末
、
伽
耶
山
海
印
寺
に
は
二
人
の
華
厳
宗
匠
が
お
っ
た
。

人
は
希
朗
で
あ
っ
て
高
麗
の
創
業
主
で
あ
る
上
住
の
制
田
と
な
っ
て
レ
た
。

均
如
は
北
岳
訴
の
法
係
で
あ
リ
な
が
ら
も
南
岳
知
田
県
山
の
観
恵
派
と
北
岳
汗
石
寺
の
希
朗
派
と
の
不
和
を
融
和
さ
せ
る
為
に
非
常
な

努
力
を
尽
く

1r。
光
示
は
松
岳
（
レ
ま
の
開
城
）
に
川
法
寺
を
住
て
、
華
厳
訟
の
僧
侶
で
あ
る
均
如
を
迎
え
て
噌
ま
せ
た
。

均
如
は
多
く
の
華
厳
章
疏
を
作
っ
て
義
州
に
依
っ
て
開
創
さ
れ
た
海
東
華
厳
の
ふ
一
旨
を
広
く
宣
揚
し
た
の
で
釘
リ
、
華
厳
思
想
の

一
人
は
観
恵
で
あ
っ

て
後
百
済
の
凱
萱
の
悩
固
と
な
り
、

も
う
一

こ
の
二
人
の
門
徒
は
水
と
火
と
の
如
く
相
争
う
が
故
に
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J

マ
性
肝
心
口
一
一
一
一
清
瀬
に
依
る
十
一

首

の

ど

作
っ
て
民
衆
教
化
に
尽
く
し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
十
一
首
の
歌
は
司
脳
歌
と
も
言

j

J
た
が
、
今
ま
で
韓
国
に
於
て
知
ら
れ
て
い
ゐ
最
も
古
い
形
の
詩
歌
の
一
つ
で
あ
っ
て
国
文
学
の
研
究
に
お
い

て
も
非
常
に
貴
重
な
資
料
に
な

っ
て
あ
り
、
勝
れ
此
仏
教
文
学
で
も
あ
る
。
均
如
が
十
一
首
の
行
願
歎
を
吏
読
（
暫
維
の
言
葉
）
を
以

っ
て
作

っ
た
の
は
『
均
如
伝
』
第
七
『
歌
行
化
世
分
」
乱
用
に
自
ら
述
べ
て
い
ゐ
よ
う
に
愚
鈍
な
る
根
機
の
人
び
と
を
浅
い
と
こ
ろ
よ
り
仰
木

し
と
こ
ろ
で
近
い
と
こ
ろ
よ
り
遠
し
と
こ
ろ
で
即
ち
、
灘
解
な
教
理
を
よ
り
解
り
易
い
歌
を
通
じ
て
新
羅
の
時
代
以
来

王
室
恥

山
河
仏
教
、
貴
校
中
心
の
仏
教
で
あ

っ
た
の
を

一
般
庶
民
の
仏
教
、
大
衆
の
為
の
仏
教
に
し
よ
う
と
し
た
実
践
仏
教
の
運
動
で
あ
っ

た
「
華
厳

思
想
に
依
る
均
如
の
実
践
仏
教
運
動
と
未
だ
政
治
的
に
混
凱
が
続
い
て
い
た
高
麗
初
期
に
中
央
集
権
的
専
制
政
治
の
確
立

を
計

っ
て
い
た
光
宗
と
の
政
治
理
念
が

一致
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
均
如
と
光
宗
と
は
、
二
人
と
も
五
十
一
歳
を
一
期
に
こ
の
世
を
捨

て
る
ま
で
深
い
因
縁
を
結
び
付
き
な
が
ら
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
紙
面
上
の
制
約
も
あ
る
が
故
に
光
宗
が
王
権
の
縫
立
の
為
に
多
く
の
政
治
改
革
を
行
な
っ
た
高
麗
初
期
の
社
会
情
勢
と

J
J
れ
に
従
っ

て
試
み
た
仏
教
政
策
に
つ
い
て
略
述
し
、
仏
教
政
策
の
行
レ
の
過
程
に
於
て
均
如
と
結
び
付
い
て
行
く
状
況
の
み
を
均

列
伍
を
中
心
に
し
て
述
べ
て
見
た
い
。
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二
、
高
麗
初
期
の
社
会
情
勢
。西

紀
九
二
三
年
で
あ
り
、

生
ま
れ
る
。
均
如
は
西
紀
九
七
三
年
に
入
寂
し
た
が
、

均
如
が
生
ま
れ
た
の
は
、
高
麗
太
仙
二
年
、

そ
れ
よ
り
二
年
後
に
高
麗
第
四
代
光
宗
が
太
仰
の
三
子
に

歳
を
一
期
に
し
て
人
生
の
幕
を
全
う
し
た
が
、

そ
れ
よ
り
二
年
後
に
は
光
宗
も
世
を
去
っ
て
行
く
。

何
の
因
縁
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
、

二
人
と
も
五
十
一

に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
は
国
正
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
道
は
興
っ
て
い
た
が
、
断
れ
よ
う
と
し
て
も
削
れ
切
れ
な
い
ほ
と
傑
レ
絃

こ
の
二
人
は
殆
と
同
じ
時
期
に
生
ま
れ
、

人
は、

出
家
沙
門
と
し
て
、

二
人
が
活
躍
し
た
時
代
の
社
会
情
勢
は
、

十
住
に
依

っ
て
後
三
国
が
統
一
さ
れ
、
高
一一
γ

仁
朝
が
新
た

に
誕
生
し
た
が
、

正
権
が
未
だ
確
立
さ
れ
な
か

っ
た
混
乱
期
で
あ

っ
た
。
高
麗
初
期
の

J
亙
と
し
て
の
政
治
路
線
の
基
本
は
、

ミヨ
Eコ

で
言
え
ば
、

強
力
な
中
央
集
権
的
専
制
一士
権
の
基
盤
を
確
立
し
て
政
治
的
安
定
を
成
す
の
が
何
よ
り
も
先
決
の
課
題
で
あ

っ
た
と
き
口

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
処
せ
ら
れ
た
光
宗
が
太
仰
の
訓
要
の
影
響
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
る
が
、
華
厳
思
想
を
以
っ

て
仏
教
の
大
衆
化
及
び
僧
団
の
統
一
に
尽
く
し
た
均
如
と
結
び
付
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
光
宗
は
西
紀
九

五

O
年
、
二
十
六
歳
の
若
い
年
に
王
位
に
つ
レ
た
が
、
後
に
品
新
的
な
君
主
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
各
方
面
に
於
て
二
十
六
年

専
制
f
権
の
確
立
と
言
う
一
目
し
た
目
的
を

達
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
父
で
あ
る
太
机
王
建
が
王
位
に
つ
レ
た
と
言

っ
て
も
初
期

に
は
鉄
円
を
中
心
と
す
る
最
も
強
力
な
安
政
勢
力
の
交
差
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
勘
り
、
新
羅
及
び
後
百
済
の
旧
勢
力
は
そ
の
ま
ま

並
存
し
て
い
た
が
放
に
多
く
の
去
紋
群
が
雄
拠
し
な
が
ら
時
が
至
れ
ば
と
、
常
vhu虎
視
耽
々
新
生
じ
国
の
地
位
を
威
脅
し
て
レ
た
。

崎
の
例
を
挙
げ
て
見
る
と
、
太
祖
即
位
の
玩
年
六
日
ド
に
は
馬
軍
・
大
将
伊
昨
巌
の
謀
叛
が
起
き
、
九
月
に
は
拘
璽
史
で
あ
る
林
春
士
口
の

劃
、
十
月
に
起
き
た
波
珍
祭
、
陳
藍
の
謀
紅
、
桓
宣
吉
の
乱
等
が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
を
結
果
論
的
に
言
え
ば、

聞
の
在
位
中
劃
期
的
な
政
策
を
施
行
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
高
麗
初
期
の
社
会
情
勢
か
ら
見
て
も
如
何

に
王
権
が
不
安
定
に
あ

っ
た
か
が
よ
く
解
る
。
太
但
に
続
い
て
王
位
に

つ
い
た
第
二
代
恵
宗
（
九
四
四

l
九
四
六
）
の
時
に
も
王
室
の

外
戚
で
あ
る
王
蜘
の
乱
が
あ

っ
た
。
恵
宗
と
定
宗
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
病
死
し
た
の
も
か
か
る
社
会
的
混
乱
に
依
る
心
理
的
不
安
の
為
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
四
代
の
光
宗
は
太
机
の
三
子
と
し
て
恵
宗
と
定
宗
と
は
兄
弟
の
関
係
で
あ
る
。
彼
は
初
創
期
の

さ
ま
ざ
な
変
乱
と
二
兄
の
死
を
直
接
に
目
暗
し
た
の
で
あ
り
、
自
ら
耐
え
忍
ん
だ
英
俊
な
人
物
で
あ

っ
た
。
彼
は
即
位
以
来
正
権
の

確
立
と
言
う
一

貫
し
た
目
標
の
本
に
様
々
の
施
策
を
行

っ
た
が
、
そ
の
中
の
う
が
「
奴
牌
按
検
法
」
の
実
行
で
あ
っ
た
。
奴
碑
肱
検
法

と
は
奴
牌
の
身
分
を
取
り
調
べ
て
本
来
の
e

以
民
は
解
紋
さ
せ
て
や
る
制
度
で
あ
る
。
高
麗一
初
期
奴
縛
の
数
は
後
三
国
の
動
乱
以
後
大

幅
に
増
え
た
の
で
あ
る
。
戦
争
捕
虜
に
な

っ
て
似
蝉
に
な

っ
た
人
も
お
り
、

た
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
が
。

或
は
飢
僅
に
堪
え
ず
、

自
ら
願
っ
て
奴
稗
の
身
に
な

っ

権
豪
達
の
所
有
の
奴
紳
が
増
え
る
と
言
う
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
彼
ら
の
労
動
力
の
増
加
を
意
味
す
る

こ
と
で
あ
り
、

相
対
的
に
は
王
室
支
配
の
家
戸
数
の
減
少
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
故
に
太
机
王
建
も
早
く
か
ら
戦
争
捕

虜
た
ち
を
良
民
に
釈
放
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
建
国
功
臣
達
の
動
揺
を
恐
れ
て
彼
ら
の
便
宣
に
ま
か
せ
た
と
言
う
。

『
高
麗
史
節
要
』
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巻
二
の
成
宗
条
に
依
れ
ば

聖
制
嘗
欲
放
停
為
民
而
慮
動
功
臣
之
意

許
従
便
正

と
あ
る
。
し
か
し
光
宗
は
功
臣
達
の
猛
烈
な
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
奴
牌
較
検
法
を
断
行
し
た
の
で
あ
り
、
同
九
年
に
は
中
国
式
の

科
挙
制
度
の
施
行
と
共
に
僧
科
制
度
も
行
っ
た
の
で
あ
引
。
高
一
麗
一
に
て
科
挙
制
度
が
行
な
わ
れ
た
の
は
こ
れ
が
始
め
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
高
麗
史
巻
二
に
依
れ
ば
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光
宗
九
年
五
月

始
置
科
挙

こ
の
科
挙
制
度
の
行
レ
も
麗
初
に
於
て
ト
権
の
確
立
と
言
う
立
場
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
時
の
科

命
日
子
土
壁
糞

取
進
土

と
記
し
て
レ
る
。

挙
と
は
文
科
の
試
験
に
依

っ
て
国
家
の
高
級
官
吏
を
選
ぶ
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、

試
験
の
科
目
は
武
科
で
な
く
文
科
の
み
で
あ
っ

た。

建
国
の
武
功
に
依

っ
て
地
方
の
長
放
及
び
中
央
官
吏
に
な
っ
た
武
人
勢
力
は
そ
れ
以
上
は
官
吏
へ
の
進
出
が
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
光
宗
は
こ
れ
ら
の
武
人
功
臣
勢
力
を
抑
庄
し
、
官
僚
体
制
の
樹
立
に
努
力
し
た
が
、
こ
の
科
挙
制
度
は

豪
族
武
人
の
勢
力
を
山羽
化
さ
せ
、
彼
ら
か
ら
権
力
の
道
を
取
り
離
す
に
最
も
効
果
的
な
方
法
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
官
僚

体
制
の
確
立
は
、
即
ち
、

王
権
の
強
化
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る

以
上
に
光
宗
が
王
権
の
確
立
の
為
に
行
な

っ
た
レ

ろ
い
ろ
の
施
策
に
就
レ
て
詳
し
く
述
べ
た
の
は
、
今
か
ら
書
こ
う
と
す
る
光
宗
と

均
如
の
結
び
付
き
と
そ
れ
に
従
う
仏
教
政
策
を
理
解
す
る
が
為
で
あ
る
。

三
、
光
宗
の
仏
教
政
策
。

太
Mm
の
遺
訓
の
影
響
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
生
ま
れ
か
ら
仏
法
に
因
縁
の
深
レ
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
同
九

年
に
科
挙
制
度
の
施
行
と
共
に
僧
科
制
度
も
並
設
し
た
が
、
数
多
く
の
僧
侶
が
こ
れ
に
応
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
僧
科
に
は
教
宗
選

と
禅
宗
選
の
両
科
が
あ

っ
た
が
、
僧
科
が
新
た
に
設
け
ら
た
こ
と
は
、
仏
教
教
団
が
国
家
組
織
の
統
率
下
に
組
ま
れ
た
と
言
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
の
当
面
の
政
策
と
一
層
密
接
な
関
係
に
落
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
科
挙
制
度
を
行
な

っ
た
意
凶
が
地
方

光
宗
は
、

に
散
在
し
て
レ
た
豪
族
の
勢
力
を
糾
合
し
て
強
力
な
中
央
集
権
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
方
公
放
と

僧
侶
、
特
に
新
羅
末
期
よ
り
起
き
始
め
た
禅
宗
の
人
達
は
辺
方
の
人
び
と
を
中
心
に
す
る
信
仰
団
体
に
発
展
し
ー
は
山
派
河
川

の
僧
侶
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
レ
川
が
故
に
こ
れ
ら
の
地
方
勢
力
の
糾
合
と
言
う
大
前
提
の
中
に
は
、
当
然
に
僧
住
ま
士
一
は
U
仏教

々
団
を
中
央
行
政
の
政
策
に
含
ま
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
僧
科
制
度
の
施
行
に
於
て
均
如
は
考
試
官
と
し
て
参
与
す
る
。
こ

h
L
Z
『均
加
去
＝
に
見
る
と

1
1
T仁
十
於
正
輪
寺
擢
取
空
門
之
及
第
則
以
吾
師
義
路
為
正
余

Z
M凡

有
才
名
之
輩
何
莫
由
斯
途
也

大
者
位
取
王
師
国
師

少

者
階
至
大
師
大
徳
至
於
独
身
扶
独
泣
不
可
勝
数
安

と
あ
る
。
す
て
に
光
宗
の
妃
で
あ
る
大
穆
皇
后
の
病
気
の
治
療
に
依
っ
て
、
ま
た
「祈
晴
儀
礼
」
の
情
レ
に
依
っ
て
均
如
に
川
依
し
始

め
た
光
宗
は
均
如
を
僧
科
制
度
の
考
試
官
と
し
て
登
用
さ
せ
た
。
こ
の
僧
科
を
通
じ
て
国
師
王
師
事
が
数
多
く
出
た
と
言
う
こ
と
か

ら

考

え

る

と

こ

の

制

度

は

相

当

の

権

威

を

以

っ

て

行

な

わ

れ

た

こ

と

が

解

る

。

凶

高
麗
の
仏
教
は
個
人
的
信
仰
よ
り
は
国
家
の
安
泰
と
繁
栄
と
守
護
の
為
の
護
国
仏
教
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
建
国
山

期
の
政
治
的
社
会
的
不
安
定
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
高
麗
時
代
に
晴
代
王
の
仏
教
信
奉
に
は
、
太
机
の
追

川
即
ち、

仏
法
を
守
護
、
信
奉
ナ
U
き
で
あ
る
と
言
う
「訓
要
十
知
」
が
強
く
作
用
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
光
宗
は
後
代
に

仏
法
を
酷
に
信
じ
て
そ
の
幣
害
が
少
な
か

っ
た
と
言
な
る
ほ
ど
仏
教
を
深
く
信
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
高
麗
史
の
光
宗
条
に
出
て
来

る
光
宗
の
行
な
っ
た
仏
教
関
の
記
事
を
取
っ
て
見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
l

l

光
宗
二
年
創
大
奉
恩
寺
子
城
南
為
太
机
願
当
又
創
仏
日
寺
干
東
郊

五
年
春
創
崇
善
寺
追
耐
先
枇

九
年
夏
始
置
科
挙

命

翰

林
学
士
墜
翼

取

哩

十

一
年
追
沙
門
諦
観
持
天
台
教
諭
疏
諸
文
入
宋

十
四
年
秩
七
月
創
川
法
寺

為
先
枇
劉
氏
願
堂

85 



十
九
年

創
弘
化
遊
巌
三
川
等
寺

86 

以
僧
恵
居
為
国
師
以
坦
文
為
l
帥

二
十
一
年

幸
州
法
寺

僧
恵
居
死
、

以
但
文
為
国
帥

二
十
五
年

凶

以
上
『
高
麗
史
』
所
引
の
記
録
は
決
し
て
多
く
と
は
一七日
え
な
い
か
も
知
ら
な
い
が
、
一
説
副
に
大
台
血
ハ
籍
を
持
た
せ
て
宋
に
伝
え
た
こ

と
や
『
均
如
伝
』
の
記
録
か
ら
見
る
と
光
宗
が
仏
法
と
凶
紘
が
深
か

っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四
、
均
如
の
法
力
と
光
宗
の
帰
依
。

高
麗
初
期
の
太
M
m
h
T
光
宗
は
多
く
の
仏
事
を
行
レ
な
が
ら
高
僧
大
徳
を
仰
え
て
国
削
l
削
に
奉

っ
た
。

彼
ら
が
僧
川
と
密
着
し
よ

う
と
し
た
意
図
は
、
二

つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
地
方
去
朕
勢
力
の
附
人
口
策

即
与
、
九
山
縛
門
を
中
心
と
す
る
僧
侶
を

政
治
管
内
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
彼
ら
を
擁
護
し
て
レ
る
勢
力
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
信
仰

的
な
面
と
し
て
仏
力

法
力
に
依

っ
て
民
心
を
安
定
さ
せ
、

仏
教
思
加
を
通
じ
て
国
民
精
神
の
統

一
を
計
っ

た
の
で
な
か
ろ
う
か
と

思
わ
れ
る
。
光
宗
が
均
如
に
川
依
し
、
ま
た
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
の
は
前
者
よ
り
は
後
者
に
よ
り
大
き
な
比
重
が
占
め
ら
れ
た
と

思
う
。
そ
の
理
由
は
、
伺
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
就
い
て
仏
教
が
韓
国
に
伝
え
ら
れ
た
以
来
教
学
仏
教
の
中
心
に
な

っ
て
来
た

華
巌
と
羅
末
、
麗
必
ι
新
た
に
伝
来
さ
れ
た
禅
法
の
思
想
的
特
性
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
言
レ
過
る
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち、

新
羅
末
期
か
ら
高
麗
の
初
め
に
か
け
て
「
不
立
文
字
、

教
外
別
伝
」
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
を
提
唱
し
な
が
ら
登
場
し
た
禅
法
は
誰

し
も
心
を
浄
め
、
悟
れ
ば
仏
に
な
れ
る
と
言
う
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
は
思
柑
心
的
に
絶
対
君
主
を
否
定
す
る
性
格
を
持
っ
て
レ
る
反
面、

華
巌
思
想
は
「
一
即
多
、
多
即

一
」
「重
重
無
尽
、
丹
一融
無
臨
」
な
る
思
想
で
あ
る
が
故
に
そ
の
社
会
的
基
盤
と
し
て
は
強
力
な
中
央
集

権
的
主
権
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
川
中
国
に
於
て
も
華
厳
教
学
が
大
成
さ
れ
た
の
は
、
国
家
的
な
保
護
が
あ
っ
た
則
天
武
后
の

時
で
あ
っ
た
。
則
天
武
后
は
自
己
の
革
命
を
正
当
化
す
る
が
為
に
法
蔵
を
迎
え
、
華
厳
思
想
を
政
治
に
利
用
し
た
と
言
わ
れ
加
。
日

本
に
於
て
も
東
大
寺
が
建
て
ら
れ
、
大
仏
が
造
ら
れ
、
地
方
に
国
分
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
は
国
家
に
依
っ
て
仏
教
が
保
護
さ
れ
た
奈

良
朝
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
の
理
念
と
な
っ
た
華
厳
経
は
整
然
に
し
て
統

一
の
あ
る
宇
宙
の
秩
序
を
表
現
し
た
経
典
で
あ
川
、
そ
れ
は

同
時
に
統

一
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
と
言
わ
れ
伊。

か
か
る
思
想
的
背
景
に
於
て
光
宗
に
と
っ
て
は
個
個
仏
を
主
張
す
る
禅
の

思
想
よ
り
は
全
体
的
で
あ
り
、
調
和
を
目
指
す
華
厳
思
想
が
〉

3
mと
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

均
如
は
新
羅
末
、
南
北
の
二
派
に
分
れ
て
レ
た
華
厳
学
派
を

一つ

に
統

一
し
た
の
で
あ
り
、

普
賢
菩
薩
の
十
大
願
に
依
っ
て
十
一

首
の
郷
歌
を
作
っ
て
「
聖
俗
無
臨
」
の
思
想
を
提
唱
し
、
民
衆
の
救
済
に
務
め
、
多
く
の
人
び
と
が
彼
に
川
依
し
た
。
こ
れ
を
政
治
的

側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
国
民
精
神
の
統
一
の
為
に
勿
力
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
均
如
の
華
厳
思
州
十
日
伎
の
宗
教
的
活
動
は
、
光
宗

J
h
目
ざ
し
て
レ
た
王
権
の
倒
立
と
一三
日う
使
命
と

一
致
し
た
と
見
て
よ
レ
。
一7一ロ
レ
か
え
る
な
ら
ば
、
均
年
刀
普
賢
十
種
願
歌
を
作
っ
一

L

U
衆
教
化
に
尽
し
た
の
は
当
時
民
心
を
糾
合
し
て
政
治
的
安
定
を
求
め
て
い
た
時
代
的
要
品
で
あ

っ
ー
と
見
て

μ
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
は
均
如
と
光
宗
が
結
び
付
レ
て
行
く
過
程
を
『均
如
伝
』
を
通
じ
て
見
た
レ
。
均
如
伝
オ
六
「
店
通
神
田
寸
分
」
条
に
は
題
目
そ
の

通
り
、
均
如
大
帥
の
人
格
と
道
力
の

一
面
を
税
レ
得
る
神
典
な
こ
と
が
三
つ
に
分
か
れ
て
述
べ
ら
れ
て
L
る〈

一
人
の
伝
記
と
は
、

そ
れ
が
成
立
さ
れ
た
年
代
が
遠
け
れ
ば
、

遠
レ
ほ
ど
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
が
偉
大
で
あ
れ
ば
、

あ
る
ほ

ど
、
伝
記
作
者
の
主
観
や
誇
艇
が
人
り
や
す
く
、
虚
像
が
実
像
化
さ
れ
ぞ
す
レ
の
で
あ
る
。
均
如
に
就
レ
て
の
神
典
な
記
事
は
平
面

的
に
見
る
場
合
、
内
I

州心的
な
説
話
ゃ
い
い
説
の
よ
う
に
川
町
考
え
ら
れ
る
が
、
均
如
伝
よ
り
ず

っ
と
後
代
に
書
か
れ
た
高
麗
の
正
史
で
あ

る
『
高
麗
さ
の
記
録
と
も
完
全
に
一
致
す
る
部
分
が
す
。
高
麗
史
は
排
仏
的
思
組
合
－
持

っ
て
い
た
儒
芸
達
に
依
っ
て
制
雪

山

己
が
故
に
僧
引
の
伝
記
と
か
仏
教
関
係
の
行
事
は
意
倒
的
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
省
略
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず

均
如
伝
の
記

録
が
高
麗
史
の
そ
れ
と

一
致
す
る
の
は
均
如
伝
が
相
当
信
湿
性
の
あ
る
も
の
と
見
て
よ
レ
。
例
え
ば
、

説
話
的
ι
1
1述
；

る
に
し

て
も
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
時
代
性
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
均
加
大
削
の
人
口
聞
や
法
力
を
窺
う
に
は
妨
げ
な
レ
と
思
わ
れ
る

t

均
如
が
初
め
て
光
宗
と
結
ひ
付
レ
た
の
は
均
如
伝
に
依
れ
ば

乾
柿
二
年
四
月
晦
大
聖
大
－1
大
穆
皇
后
玉
門
生

前

不

可
以
示
之
於
医

召
師
之
師
順
公

請
以
法
薬
救
之
順
公
因
能
代
苦

87 



便
皇
后
立
差

順
公
代
病
其
病

株
何

1 f~a;i 病

七
日

不
ハ
兎
駕

師
奉
呑
憶

呪
願
宿
白
移

著
於
塊
樹
之
西
何

健
在
師
房
東
隅

88 

因
午
而
枯

－T
清
密
γ
中

と
記
し
て
レ
る。

ち
、
西
紀
九
四
九
年
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
均
如
は
二
十
七
才
の
青
年
僧
で
あ
り
、
光
宗
が
王
位
に
つ
く

一
年一
別
で
あ
る
。
光
宗
の
妃
大

穆
皇
后
の
玉
門
に
借
物
が
出
来
た
が
医
者
に
は
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
故
に
均
如
の
師
で
あ
る
義
順
和
尚
が
そ
の
病
を
代
っ
て
病
ん

だ
、
し
か
し
幾
日
も
立
た
な
い
中
に
、

こ
の
中
の
大
成
大
－
1
．と
は
光
宗
を
指
し
、

大
穆
皇
后
と
は
光
宗
の
妃
で
あ
る
。

散
指
二
年
は
第
三
代
定
宗
四
年
即

却
っ
て
義
順
公
が
危
篤
状
態
と
な
り
、

均
如
が
呪
文
を
唱
え
る
に
そ
の
病
か
治
っ
た
と
言
う

こ
と
か
ら
見
る
と
均
如
と
彼
の
弟
で
あ
る
義
順
和
尚
は
主
宰
と
は
特
別
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

外
相
父
は
皇
前
悌
恭
で
あ
っ
て
賞
州
地
方
の
大
豪

族
で
あ
っ
た
。
彼
ら
寅
市
氏

一
族
は
者
一
州
地
方
の
禅
宗
寺
院
と
も
縁
を
結
ん
で
い
か
が
華
厳
宗
利
で
あ
る
軍
晶
寺
と
も
結
縁
さ
れ
て

大
穆
皇
后
皇
市
氏
の
父
は
太
初
で
あ
り
、
母
は
仙
川
静
ド
ト
し
太
后
皇
市
氏
で
あ
る。

、
‘－O

B
LW
手’
ド

霊
通
寺
の
講
師
で
あ
り
、

均
如
の
師
で
あ
る
義
順
公
が
大
穆
皇
后
の
病
を
治
さ
せ
た
こ
と
に
依
っ
て
均
如
は
間
接
的
に
光
宗

と
結
び
付
い
た
の
で
あ
る
。
均
如
が
光
宗
と
直
終
に
結
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
光
宗
四
年
（九
五
三
年
）光
宗
の
即
位
式
を
行

な
う
が
為
に
宋
朝
よ
り
使
節
が
来
朝
し
て
光
宗
を
大
成
大
正
に
冊
封
し
よ
う
と
し
た
際
で
あ
る
。

そ
の
時
に
折
り
し
も
長
雨
続
き

の
為
「
祈
晴
祭
」
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
が
、

そ
の
行
事
を
均
如
師
が
主
管
し
た
時
で
あ
る
。
均
如
伝
に
は
、

康
順
三
年
宋
朝
使
至
将
封
大
成
大
王

主
命
有
司
各
揚
版
職

三
月
蔵
事
方
臨
受
策
会
秋
葉
不
止

礼
ム叩
阻
行

西
使
謂
東
国
必

有
聖
人
者

何
不
使
之
祈
晴

天
若
晴
明

五
口
以
為
聖
賢
之
験

光
宗
間
之

愁
小
脇
税
有
空
声
明
言

総
別
彦
碩
愁
避
鷲

大
王
且

莫
愁
悩

明
日
必
聞
出
東
説
法

上
即
出
庭

仰
蹄
慎
滋
無
泣

品
目
一欲
索
聖
賢
僧
以
逝
法
席

門
音

一
，削

時
国
師
謙
信
秦
驚
師

師
昨
年
少
受
国
請

為
勅
俗
客
十
有
余
人

人
賜
回
二
十
五
頃

蔵
獲
各
五
人

併
従
居
子
賞
州須
:Q,tn＇＇曳

之
問

一富
電
潜
蔵

雲
を
風
帖

天
明
日
出
：
：
：
封
師
為
大
徳

象
歩
安
詳

昇
師
子
座

と
記
し
て
い
る
・
「
祈
晴
祭
」
を
通
じ
て
光
宗
は
信
仰
の
面
に
於
て
一
層
均
如
の
法
力
に
感
動
し、

深
く
峠
依
し
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。

宋
の
使
節
が
言
う
に
「東
国
に
は
聖
人
が
い
る
、
だ
か
ら
祈
ら
せ
て
若
し
晴
天
に
す
れ
ば
、
そ
の
聖
賢
の
霊
験
に
し
よ
う
と
言
う
こ
と

を
聞
い
て
光
宗
は
心
配
の
余
り
、
夜
に
も
眼
れ
な
か
っ
た
」
と
言
う
言
葉
に
光
宗
の
心
情
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
均
加
の

円
音

一
演
に
依
っ
て
雷
電
が
か
く
れ
、
雲
散
り
風
止
み
、
空
晴
れ
て
日
が
差
し
て
来
た
時
大
衆
が
上
下
共
に
珍
敬
九
拝
し
た
と
言

け。

そ
の
時
の
光
宗
の
喜
び
と
敬
畏
心
が
如
何
で
あ
っ
た
か
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る。

そ
れ
は
光
宗
が
均
如

ι大
徳
に
封
じ
、
勅
令
を
以

っ
て
均
如
の
家
族
に
田
と
奴
牌
を
賜
っ
て
黄
州
の
城
内
に
住
ま
せ
た
と
言
う
文
章
か
ら
も
推
し
て
知
る
パ
し
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
五

年
後
U
な
る
光
宗
九
年
（
バ
入
）
仏
日
寺
に
落
雷
が
あ
っ
た
。
こ
の
仏
日
寺
は
光
宗
が
王
位
に
つ
い
た
翌
年
に
建
て
て
先
批
の
願
堂

と
し
た
寺
で
あ
る
。
変
怪
を
穣
災
す
る
為
に
必
ず
大
法
に
依
る
べ
き
だ
と
し
て
均
如
を
招
き
、

昼
夜
二
十
一
日
間
に
瓦
る
法
会
を
主

管
さ
せ
た
。
そ
の
時
に
問
答
に
於
て
、

「
於
其
問
対
以
当
仁
不
譲
為
意
」と
言
っ

た
と
言
う
、

そ

の
時
会
中
の
先
輩
悟
賢
僧
統
が
均
如
師
を
嫉
妬
1
Vて
誹
誇
し
た
時

一
人

の
居
士
が
出
て
来
て
「
体
不
須
嫉
恨
今
日
講
師
是
件
先
机
義
湘
第
七
身
也

為
欲
弘
宣
大
教

故

復

来
人
間
耳
」
と
言
っ
た
と
：
。

こ
こ
で
均
如
を
悟
賢
の
先
純
で
あ
る
義
湘
の
第
七
身
だ
と
言
う
の
は
、
均
加
が
義
湘
華
厳
の
継
承
者
で
あ
り
、
当
時
僧
統
で
あ

J

た

悟
賢
も
義
湘
系
十
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
但
し
、
義
湘
よ
り
均
如
に
至
る
ま
で
の
七
人
の
師
者

相
承
の
関
係
を
誰
に
見
る
か
は
今
の
所
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

同
じ
く
「
感
通
神
異
分
」
条
に
は
次
の
如
く
の
話
し
が
あ
る
。
均
如
が
道
場
の
内
に
帰
え
た
が
、

夜
牛
に
虹
の
よ
う
な
光
彩
が
均
如

師
の
房
よ
り
外
に
耀
き
出
る
の
を
光
宗
が
奇
異
に
思
っ
て
侍
者
を
し
て
そ
の
光
り
の
縁
由
を
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
師
の
眼

光
で
あ
る
と
言
っ
た
。
た
ち
ま
ち
に
壬
は
師
の
居
所
に
行
っ
て
「
如
伺
な
る
法
力
の
為
ぞ
」
と
聞
か
れ
た
均
如
は
「
貧
道
に
は
特
別
な

修
ラ
な
し
一
と
答
え
た
と
言
う
。

そ
の
時
に
経
机
の
上
に
あ
っ
た

一
括
の
念
珠
が
空
へ
舞
い
上
が
り
、
師
の
周
辺
を
三
固
ま
わ
る
の

い
引
い

王
下
尊
敬
の
念
、
い
よ
い
よ
深
く
な
っ
た
与
が
。
こ
の
よ
う
に
均
如
の
法
カ
に
深
く
感
動
し
た
光
宗
は
、
十
四
年
（
九
六

三
年
）
創
し
た
帰
法
寺
の
住
職
に
均
加
を
十
八
年
（
九
六
七
年
）
に
迎
え
奉
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
光
宗
は
一
方
で
は
均
如
以
外
に

正
秀
と
言
う
僧
侶
を
同
じ
帰
法
寺
に
住
ま
せ
て
互
に
対
立
、
牽
制
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
恐
ら
く
高
麗
初
期
の
政
治
的
な
理

由
、
す
な
わ
ち
中
央
集
権
的
王
権
の
確
立
の
為
の

一
面
の
現
わ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。
均
如
と
正
秀
と
の
対
立
に
つ
い
て
の
話
し
も
同
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じ
く
「
感
通
神
異
分
」
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

開
宝
年
（九
六
八
1
九
七
五
）
に
帰
法
寺
の
僧
正
秀
は
、
均
如
は
異
情
の
修
行
を
修
す
る
と
言
っ
て
法
官
に
議
訴
し
た
。
光
宗
は
そ

れ
を
聞
き
、
大
怒
し
て
均
如
を
宮
中
に
召
し
入
れ
て
殺
そ
う
と
し
た
。
そ
の
時
均
如
、
か
御
前
に
て
憧
恐
す
る
姿
を
見
た
王
は
均
如
に

二
心
な
き
こ
と
を
知
り
、
勅
を
翻
じ
、
医
者
を

つ
け
て
均
如
を
護
送
し
、

つ
い
て
承
宣
で
あ
る
醇
光
を
し
て
均
如
の
と
こ
ろ
に
行
か

せ
て
師
を
慰
撫
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
夜
中
十
、
光
宗
の
夢
に
一
丈
許
の
神
人
が
現
わ
れ
、
汝
は
虚
偽
を
信
ん
じ
て
法
王
を
辱
し
め

た
か
ら
必
ず
不
伴
事
の
こ
と
が
起
る
で
あ
ろ
う
と
語
っ

た
の
を
聞
き
、

夢
か
ら
醒
め
て
見
る
と
、
全
身
は
汗
で
ず
ぶ
濡
れ
で
あ
っ

た。

翌
朝
怯
岳
北
方
の
松
が
風
も
な
か
っ
た
の
に
幾
千
本
も
倒
れ
た
か
ら
王
は
異
に
思
い
、
占
わ
せ
て
見
た
、
そ
の
結
果
王
が
法
王
を
侮

辱
し
た
か
ら
で
あ
る
と
答
え
た。

王
は
繊
悔
し
、

直
ち
に
城
内
に
特
に
消
災
道
場
を
設
け
、
正
秀
を
市
街
に
お
い
て
斬
り
、
正
秀
の

闘

部
屋
を
掘
っ
て
池
に
し
た
。
ま
た
正
秀
の
俗
兄
は
文
書
を
担
造
し
た
罪
に
依
っ
て
そ
の
日
に
斬
刑
し
た
と
言
う
。

こ
の
物
語
り
は
光
宗
が
中
年
以
后
に
取
っ
た
政
策
の

一
端
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
高
麗
の
正
史
で
あ
る
高
麗
史
の
記
録
と
も
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
均
如
は
帰
法
寺
の
総
持
院
に
お

っ
た
が
、
総
持
院
と
は
そ
の
名
称
か
ら
見
る
と
帰
法
寺
を
統
括
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
均
如
は
そ
の
弟
子
達
と
こ
の
総
持
院
を
中
心
に
、

正
秀
と
そ
の
追
従
者
達
は
正
秀
房
を
中
心
に
し
て
活
動
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
正
秀
が
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
、

正
秀
の
部
屋
を
掘
り
出
し
て
池
に
し
た
と
言
う
の
は
、
正
秀
の
勢
力
権
内
の
人

び
と
を
群
体
さ
せ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
光
宗
が
均
如
と
正
秀
と
を
同
じ
寺
内
に
住
ま
せ
、
対
立
さ
せ
た
の
は
、
専

制
政
治
を
効
果
的
に
施
行
す
る
が
為
の
必
要
な
借
置
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
か
と
思
う
。
結
局
正
秀
は
光
宗
が
専
制
政
治
を
強
化
す
る

過
程
に
お
レ
て
去
勢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
光
宗
は
十
一
年
以
後
に
は
豪
族
勢
力
を
大
大
的
に
粛
清
し
た
こ
と
が
わ
か
自る。

正

秀
は
そ
の

一
例
に
外
な
ら
な
い
。
正
秀
と
均
如
の
思
想
が
如
何
に
異
な

っ
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、

そ
れ
は
教
学
的
思
想
に
就

い
で
の
相
違
で
な
く
、
正
秀
と
均
如
を
中
心
に
す
る
政
治
勢
力
の
背
景
の
異
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
前
に
述
べ
た
通
り
、

均
如
は

十

一
尚
の
願
王
歌
を
作
っ
て
衆
生
の
教
化
に
尽
く
し
た
が
、
こ
の
歌
が
作
ら
れ
る
や
宋
朝
の
人
び
と
が
競
っ
て
そ
れ
を
書
き
伝
え
よ

う
と
し
て
均
如
師
を
訪
問
し
た
時
、
均
如
は
君
臣
の
心
慮
を
考
え
て
彼
ら
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
も
政
治
勢
力
の
背
景
の
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一
面
を
窺
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
均
如
伝
の
訳
歌
顕
徳
分
条
に
依
れ
ば
、

宋
朝
君
臣
見
之
日
此
詞
脳
歌
主
真
仏
出
世
遂
使
礼
師
師
容
貌
異
常
非
世
円
之
敬
信

委
客
人
之
所
懐
将
不
許
見
客
認
此

意

潜

服
往
詣
総
持
院
先
観
我
君
臣
心
念

と
あ
る
。
宋
の
使
臣
が
詞
脳
歌
（
十

一
首
の
願
王
歌
）
主
で
あ
る
均
如
に
逢
に
来
朝
し
た
時
、

君
臣
の
心
慮
を
考
え
て
総
持
院
に
隠
れ

た
と
言
う
。

そ
の
理
由
が
均
如
の
容
貌
が
怪
し
く
て
世
間
の
人
び
と
が
悌
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
な

理
由
だ
け
で
あ
っ
て
実
際
に
は
他
に
政
治
的
な
関
係
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

故
我
君
臣
恐
彼
西
使
軽
之

又
未

五

む
す
び

高
麗
時
代
の
仏
教
は
現
実
的
に
国
家
権
力
と
密
着
し
な
が
ら
、

王
室
の
擁
護
下
に
興
隆
し
た
が
切
に
高
麗
の
仏
教
は

一
種
の
貴
収

仏
教
、

護
国
仏
教
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
僧
侶
は
封
建
貴
族
勢
力
と

一
耕
の
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。
太
机
や
光
宗
も
多
く
の
僧
侶

と
関
縁
を
持
っ
て
い
た
が
、
光
宗
は
二
十
五
年
国
師
恵
居
が
入
寂
す
る
に
華
厳
宗
の
僧
侶
で
あ
る
坦
文
を
国
師
と
し
て
迎
え
入
れ
る

3

な
ど
、
存
位
二
十
六
年
の
間
多
く
の
僧
侶
を
む
か
え
た
が
、
特
記
す
ベ
の
は
彼
ら
の
大
部
分
が
華
厳
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
c

そ
の
中
に
於
て
も
均
如
と
は
特
に
深
い
因
縁
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
個
仏
を
主
張
し
、
絶
対
王
権
を
否
認
す
る
禅
宗

の
思
想
よ
り
は
、
社
会
的
基
盤
と
し
て
強
力
な
中
央
集
権
を
必
要
と
す
る
華
厳
思
想
が
光
宗
の
政
治
理
念
と

一
致
し
た
か
ら
げ
あ
ろ

う
。
華
厳
思
想
の
社
会
的
基
盤
を
理
群
し
、
そ
の
思
想
的
影
響
力
を
必
要
し
た
光
宗
が
普
賢
菩
薩
の
願
に
依
っ
て
十

一
首
の
伺
脳
彰

を
作

っ
て
仏
教
の
大
衆
化
及
び
国
民
精
神
の
統

一
を
計
っ
た
均
如
と
結
び

つ
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

〈註〉山
赫
連
挺
、
『
大
華
厳
首
座
円
通
両
重
大
師
均
如
伝
』
（
以
下
『
均
如
伝
』
と
称
す
）
、
（
金
知
見
編
註
『
均
如
大
師
華
厳
学
全
書
』
（
以
下

『均
如
全
書
』と
称
す
）
巷
下
六

O
三
1
六
O
四
頁
）
大
韓
伝
統
仏
教
研
究
院
発
行
、

一
九
七
七
。
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一
一
大
覚
師
文
集
を
第
十
「
上
浄
源
法
師
書
四
首
」
条
に
義
湘
権
輿
於
真
宗
均
如
斧
藻
於
玄
旨
と
あ
る
。

は
前
註
山
に
同
じ
。
『
均
如
全
書
』
巷
下
六

O
七。

川
可
載
日目
「高
麗
仏
教
の
僧
科
、
僧
録
司
制
度
」（
崇
山
朴
古
真
博
士
華
甲
紀
念
『
韓
国
仏
教
思
想
史
』
四
一
一

δ
頁
）
参
照
。

侶

古同
麗
史
』
在

一
二
七
、
列
伝
巻
四
十
、
伊
附
巌
条

附
『
高
一
麗
出
入
』
幸

一
太
制
一厄
年
条

間
『
高
麗
史
節
要
』
を
之

一
、
太
川
元
年
条

附
『
高
麗
白
人
』
を

一一一
七
、
列
伝
第
四
十
桓
宣
士
口
条

削
『
高
層
史
』
巷

一一一
七
、
列
伝
巷
第
四
十

王
規
条

帥
『
高
麗
史
節
要
』
巻
二

光
宗
七
年
条

川

1
竜
徳
「
高
麗
光
宗
朝
の
科
挙
制
度
問
題
（
『
中
央
大
学
校
論
文
集
』
四
輯
、

一
四
五
頁
）
参
照
。

山
吉
同
麗
史
節
要
』
巻
二

成
宗
元
年
条

間

i
麗
時
代
に
僧
科
制
度
が
光
宗
九
年
始
め
て
行
な
わ
れ
た
科
挙
制
度
と
共
に
実
施
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
な
資
料
は
見
当
ら
な
い

い
刀
、
光
宗
九
年
の
施
行
と
見
る
論
文
は
次
の
次
の
如
く
あ
る
。

忽
滑
谷
快
著
『
朝
鮮
禅
教
史
』

二
O
七
頁

李
載
昌
著
『
吉
岡
麗
仏
教
の
僧
科
、
僧
録
司
制
度
』
（
崇
山
朴
士
口
真
博
士
華
甲
紀
念
『
韓
国
仏
教
思
想
史
』
四
三

O
頁
）
参
照
。

趨
明
基
著
『
高
麗
大
覚
国
師
と
天
台
思
想
』
一
九
六
四
年
三
月
。
民
衆
書
館
刊
四
頁
参
照
。

同
『
高
麗
史
』
巻
二
、
光
宗
九
年
条

間
『
高
麗
史
』
巻
二
、
太
制
二
十
六
年
に
は
い
わ
れ
る
太
机
の
訓
要
と
言
わ
れ
る
十
条
の
遺
訓
が
あ
っ
て
そ
の
一
は
、
「
我
国
家
大
業

l
必
資
諸
仏
護
衛
之
力
政
創
禅
教
寺
院
差
遣
住
持
党
修
使
各
治
其
業
：
：
：
：
・
」
で
あ
る
。

川
川
越
明
基
著
『
高
麗
大
覚
国
師
と
天
台
思
想
』
六
頁
、
李
載
昌
『
前
謁
書
』
四
三
六
頁
J
四
三
七
頁
に
依
れ
ば
、

僧
科
に
は
教
宗
選
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と
禅
宗
選
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
法
階
は

禅
宗
法
階
！
大
徳
｜
大
師
l
重
大
師
｜
三
重
大
師
i
禅
師
！
大
禅
師

教
宗
法
階
！
大
徳
！
大
師
｜
重
大
師
｜
三
重
大
師
｜
首
座
！
僧
統
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
o

m
李
載
昌『
前
謁
書
』
四
二
二
頁

同
赫
連
挺
『
均
如
伝
』
第
四
「
立
義
定
宗
分
」
条
（
全
知
見
編
『
均
如
全
書
』
下
巻
六

O
四
頁
）

間
「
故
宝
鏡
寺
住
持
大
禅
師
門
真
国
師
教
書
」
（
徐
居
正
著
『
東
文
選
』
巷
之
二
七
）
に
依
れ
ば
、
「
夫
王
師
者

国

師

者

遷

一
国
の
資
L

と
あ
る
。

側
金
…
岸
基
著
『
高
麗
時
代
史
研
究
』
九
頁

間
前
註
闘
を
参
照
。

間
李
能
和
編
『
朝
鮮
仏
教
通
史
』
上
編
、

二一

四
頁
、

一
九
七
二
年

普
蓮
閣
発
行
。

側
『
仏
机
統
紀
』
巻
十
諦
観
法
師
条
（
大
正
蔵
四
六
巻

七
七
四
頁
）
参
照
。

凶
鎌
田
茂
雄
著
『
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』

一
四
五
頁
）
参
照
。

間
渡
辺
照
広
『
日
本
の
仏
教
』
七
六

l
七
七
頁
）
参
照
。
岩
波
新
書

二
九
九
。

間
例
え
ば
『
均
如
伝
』
の
第
六
「
感
通
神
異
八
万
」
条
の
中
、
広
順
三
年
に
宋
使
の
来
朝
の
こ
と
は
、
『
高
麗
史
』
巻
二
、
光
宗
四
年
の
条

に
「周
遺
衛
尉
郷

王
演
、
将
作
小
監
日
継
賛
来

冊
王
為
特
進
検
校
大
保
使
持
節
玄
菟
州
都
督
充
大
義
軍
使
兼
御
史

大
夫
高
麗
国
王
」と
あ
る
。
ま
た
『
均
如
伝
』
第
九
「
感
応
降
魔
分
」
の
中
「
正
秀
の
議
訴
」
の
こ
と
は
光
宗
十
九
年
の
条
に
「
王
信

書
多
殺
、
内
自
懐
疑
欲
消
罪
悪
広
設
斉
会
無
頼
輩
許
為
出
家
」
と
記
し
て
い
る
記
録
と
一
致
す
る
。

間
前
註
闘
に
同
じ
、
第
六
感
通
神
異
分
」
条
（
金
知
見
『
前
謁
書』
下
巻
六
O
五
頁
）
参
照
。

側
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
巻

二
一
八

1
一二
九
頁
参
照
。

側
現
在
の
京
畿
道
長
端
郡
五
冠
山
に
あ

っ
た
寺
、
（
『
新
僧
東
国
輿
地
勝
覧
』
巷
第
十
一
一
「
長
端
都
護
府
」
条

特

一
王
之
収
範
、

参
照
。
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